　　　　　　　　（居宅介護支援）
変更がない旨の申立書
  介護保険法第７９条の２による指定更新に当たり、既に岐南町へ提出している下記に掲げる事項に変更はありません。
  なお、やむを得ず当該申請に変更が生じた場合には、速やかに変更を届出ます。
                                　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
   　　　　　　＜申請者＞　名称
　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 ＜事業所＞　名称

　　　　　　　　　　　　　　　　
記
①申請者の登記事項証明書又は条例等
②事業所の平面図
③事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
④当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
⑤運営規程
⑥利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⑦当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑧関係市町村並びに他の保険医療サービス及び福祉サービスの提供主体との

　連携の内容

